
 

日 銀 業 第 ６ ０ 号 

２０２０年２月１２日 

 

 

外国為替円決済制度関係事務についての 

日銀ネット利用金融機関等       御中 

 

日 本 銀 行 

 

 

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（外国為替円決済制度関係事

務）」の一部改正に関する件 

 

 

日本銀行では、日本銀行金融ネットワークシステムの利用先（以下「利用先」

といいます。）の事務効率化の観点から、当日処理終了（当日の当座勘定残高ま

たは国債残高を確定させる処理をいいます。）を行うことを利用先の任意とする

こととしました。 

これに伴い、標記規程の一部を別紙のとおり改正し、２０２０年２月１７日か

ら実施することとしましたので、通知します。 

なお、コアタイム（当座勘定取引、外国為替円決済制度関係事務および国債振

替決済関係事務の区分毎に定められたすべての利用先が日本銀行金融ネットワ

ークシステムを利用する時間帯をいいます。）終了時刻までは、引続きそれぞれ

の区分に応じた利用業務を行うことができる事務処理体制を確保して頂きます

ようお願いいたします。 

 

 

以  上 

  



別紙 

 

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（外国為替円決済制度関係 

事務）」中一部改正 

 

 

○ 第１編Ⅰ．２．（７）を横線のとおり改める。 

 

（７）当日処理終了および当日処理終了取消 

  イ、当日処理終了 

 加盟銀行は、午後３時（コアタイム終了時刻）以後、午後９時より前

に当日の当座勘定残高を異動させる外国為替円決済制度関係事務にか

かる業務処理区分の電文の送受信を全て終了する場合には、その終了後

遅滞なく、所定の端末操作手順（業務処理区分コード：071201）に従い、

当日処理終了を行ってください（注１）（注２）行うことができます（当日処理

終了および入力画面の具体的な様式については、利用細則（共通事務）

の該当箇所の記載を参照してください。）。 

 

（注１）外為円決済母店の日銀ネット主管店が日本銀行本店である加盟

銀行は、午後９時まで当日の当座勘定残高を異動させる外国為替

円決済制度関係事務にかかる業務処理区分の電文の送受信を行

う場合には、当日処理終了を行う必要はありません。 

（注２）外為円決済母店の日銀ネット主管店が日本銀行支店である加盟

銀行は、当日処理終了を午後５時１５分（延長日においては午後

６時１５分）までに行ってください。 

 

加盟銀行は、当日処理終了を行った場合には、当該日における次表に

掲げる業務処理区分の電文を送信することができなくなります（当該電

文の送信を行った場合には、エラーとなります。）。また、他の加盟銀行

が、当日処理終了を行った加盟銀行を被仕向銀行とする次表に掲げる業

務処理区分の電文を送信することもできなくなります（当該電文の送信

を行った場合にも、エラーとなります。）。 

  

略（不変） 

 



 《 外国為替円決済制度関係事務における当日処理終了の対象の業務処理区分 》（注） 

（注）略（不変） 

 

ロ、当日処理終了取消 

イ、により当日処理終了を行った加盟銀行は、午後９時までの間（注）、

所定の端末操作手順（業務処理区分コード：071201）に従い、当日処理

終了取消を行うことができます（当日処理終了取消および入力画面の具

体的な様式については、利用細則（共通事務）の該当箇所の記載を参照

してください。）。 

 

（注）外為円決済母店の日銀ネット主管店が日本銀行支店である加盟銀

行の場合には、午後５時（延長日においては午後６時）までとなり

ます。 

 

加盟銀行は、当日処理終了取消を行った場合には、当該日におけるイ、

の表に掲げた業務処理区分の電文を送信することが可能となります。ま

た、他の加盟銀行が、当日処理終了取消を行った加盟銀行を被仕向銀行

とするイ、の表に掲げた業務処理区分の電文を送信することも可能とな

ります。 

加盟銀行は、当日処理終了取消を行った後、当座勘定残高を異動させ

る外国為替円決済制度関係事務にかかる業務処理区分の電文の送信が

全て終了した場合には、イ、により再度当日処理終了を行ってください

行うこともできます。 

 

利用業務 業務処理区分名 
業務処理区分 

コード 

外国為替円決済制度関係事

務 
略（不変） 

 

略（不変） 

 


